
 

「ＮＯ！ＡＴＭでの携帯通話」 

共同宣言 

 私たち金融機関は、お客様の大切な資産を守り、事業活

動を通じて社会に貢献していく責任があります。 

 特殊詐欺は、お客様が蓄えてきた大切な資産をだまし取

る決して許すことのできない犯罪であり、その被害防止は

社会的要請となっております。 

 私たちは、これまでも埼玉県警察と連携し、被害防止に

取り組んでまいりましたが、携帯電話での通話により、

ＡＴＭを操作させて、大切な資産をだまし取る還付金詐欺

などが後を絶ちません。 

 私たちは、特殊詐欺からお客様の大切な資産を守るため、

埼玉県警察の「ＮＯ！ＡＴＭでの携帯通話」の取組みに

賛同し、連携して活動することをここに宣言します。 
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